
公衆浴場営業許可申請の流れ 
 

 

事 前 相 談 

公衆浴場の構造設備等が、法令や条例等の基準に適合しているか

を確認するため、事前に施設の計画等を保健所生活衛生課へ 

ご相談ください。 

 

申 請 手 続 

申請に必要な書類を提出してください。 

 

書 類 審 査 

提出された書類を基に、施設の構造設備等が法令や条例等の基準

に適合しているか審査します。 

 

施 設 調 査 

施設の構造設備等を確認するため、環境衛生監視員が施設調査を

実施します。 

 

許可書の交付 

書類審査及び施設調査の結果、基準に適合していることが確認 

された場合は、許可書が交付されます。 

 



 

 
 

 

1. 公衆浴場営業許可申請書 

2. 公衆浴場の構造設備の概要 

(1) 構造設備の仕様書 

(2) 建物の配置図、施設の立面図及び設備の配置図 

(3) 入浴設備の給排水の配管状況及び系統を明らかにした図面（温泉水を 

使用する場合は、温泉に関するものも含む） 

(4) 循環設備がある浴槽の場合は、循環系統を示した図面 

3. 公衆浴場本屋の中心からおおむね半径400メートルの区域内に存する公衆 

浴場、主要建物及び道路を示す見取図（3,000 分の 1の縮図） 

4. 一般公衆浴場本屋の中心から半径 400 メートルの区域内に他の一般公衆 

浴場が存する場合は、本屋の最も近い部分間の直線距離の実測図（500 分 

の 1の縮図） 

5. 温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する場合は、その 

  物質又は医薬品等の名称、成分、用法、効能等が分かる書類 

6. 申請者が法人である場合は、定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書 

7. 原湯、原水、上がり用湯、上がり用水の水質検査成績書の写し 

※検査項目：色度、濁度、ｐＨ値、有機物（全有機炭素（TOC）の量）又は 

有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）、大腸菌、レジオネラ属菌 

8. 建築基準法に適合する旨の書類（建築基準法第 7条第 5項の規定による 

検査済証等）の写し 

9. 消防法令に適合する旨の書類（消防法令適合通知書等）の写し 

10. その他、市長が必要と認める書類 

 

〇申請手数料 24,000 円 
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